
【ちっこハウス受入れ可否基準】 2026 年 5 月現在 

 

 （厚生労働省「保育所における感染症対策ガイドライン（2018 年改訂版）」を参考に、当施設の運用に基づき作成） 

※ 本基準は、感染症のまん延を防ぎ、安全で安心な保育の提供を継続するために定めたものです。 

※ 39℃以上の高熱が持続している状態は急性期にあたり、お子さまの体調が急変するリスクが高い状況で

す。当施設での安全な保育環境の維持が困難となるため、原則としてお預かりをお断りさせていただいて

おります。 


